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●新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援制度のご紹介 

○「新型コロナウイルス感染症の影響によって事業収入が減少した中小事業者等に対する 

  固定資産税等の特例」について 
 1.概要：新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家 

  屋及び償却資産について、令和3年度の固定資産税又は都市計画税の課税標準額を事業収 

  入の減少割合に応じて、2分の1又はゼロとするものです。 

 2.対象者：令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、 

  前年の同期間の事業収入と比べて、30%以上減少している中小事業者 

 3.提出書類 詳細ついては新潟市のＨＰをご確認しダウンロードして書類を提出してください。 

 4.提出期限 令和3年2月1日（月曜）までに申告してください。（郵送：当日消印有効） 

 5.提出先 特例措置に関する申告書等の提出は、新潟市役所資産税課までお願いします。 

 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階 新潟市役所資産税課 

 ・事業用家屋について 資産評価課（家屋担当）   電話：025-226-1515 

 ・償却資産について  資産評価課（償却資産担当） 電話：025-226-1511 

商工会ＨＰ 

○新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免制度について 
 新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険料が減免となる場合があります。 

 （1）新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方 

 （2）新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる方 

 ※その他いつくかの条件がありますので詳細は新潟市ＨＰでご確認ください。 

 減免の対象となる保険料 

 令和元年度（平成31年度）保険料 

 （普通徴収の場合） 第8期（令和2年3月2日納期限）・第9期（令和2年3月31日納期限） 

 （特別徴収の場合） 令和2年2月の年金から差し引いた分 

 令和2年度の保険料 保険料の全額 

 1.減免の申請方法 減免申請書と収入見込額等申告書に添付書類を同封のうえ郵送にてご提出ください。 

 2.申請期限 令和3年3月31日まで 

  申請・お問い合わせ先  〒951-8550 （住所記載不要）  新潟市役所 保険料減免担当 

  問い合わせ先：保険年金課 保険料係 電話番号：025-226-1085 
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